
 

広島市告示第２４４号  

令 和 ７ 年 ４ 月 ２ １ 日 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規定    

に基づき、財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり

委任させたので告示します。  

 

  広島市長   松  井  一  實       

 

１  委任を受けた分任出納員  

   青崎連絡所  

   主任    信部  佳代子   主事    田中  瑠星  

  主任    岩本  登志子   主事    横山  鈴佳  

  課長補佐  固屋  美智子   主事    西本  拳  

   主査    佐々木  慧    主事    見原  なずな  

   主事    佐藤  絢     主事    渡邊  和古  

   主事    松浦  良     主事    畑野  瑠那  

 

２  委任させた事務  

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）第２

条第２３号、第２４号に規定する手数料（青崎連絡所の所掌事務に

係るものに限る。）の収納  

 

３  委任年月日  

令和７年４月１日  

 

４  委任期間  

   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで  


